別表２－１

百年塾会議の構成と任務一覧表
	名　称
	構　成
	任　　務

	本部総会
	本部長
副本部長

顧問

会計監事

推進委員

市役所委員会委員
	年１回開催

（１）活動方針の審議・承認
（２）事業計画及び事業報告の審議･承認

（３）予算および決算の審議・承認

（４）「本部設置要項」の改正等の審議・承認
（５）その他の重要な事項の審議・承認

	本部会議
	本部長
副本部長、顧問
市役所委員会委員長

各専門部会長
	本部長から招集のあったとき随時開催

百年塾運動の基本的事項の検討及び調整

	副本部長・部会長会議
	市民選出の副本部長

専門部会長
	随時開催
百年塾全般にわたる事項を検討、企画会議に提案
（１）活動方針、事業の検討
（２）部会に関連する事業の部会間の調整

（３）各部会間事業等の検討と調整、事業仕分け
（４）その他の審議事項の検討

	企画会議
	専門部会担当の
副本部長
専門部会正副部会長
市役所委員会委員長
	月１回定例開催
（１）各部会事業の把握及び審議・決定
（２）全体事業の審議・決定

（３）「新みらい委員会」への諮問内容の審議

（４）協賛金の募集・管理運営と活用

（５）その他必要事項の決定 

	専門部会
	公募の推進委員
学校、企業、団体、行政等からの推進委員
	随時開催

（１）部会事業の検討及び事業の企画立案
（２）具体的な事業の実践

	新みらい委員会
	各部会代表

副本部長

検討するテーマに応じたアドバイザー


	常設、ただし下記の必要事項が発生時に随時開催

(1)  企画会議からの諮問を受けて、その内容の
検討、答申
(2)  推進委員からの提案等を受けて、その内容
を検討、企画会議に報告し検討を依頼

	実行委員会・
プロジェクト
	推進委員
事業を共催する関係者
	横断的な事業の実施
企画会議で設置を承認する。

	市役所委員会
	市役所関係課所
	百年塾運動推進に関わる事項を､市役所内の関係課所が随時集まり協議する場とする。

	推進委員及び

その役割


	
	百年塾運動を推進するための専門部会構成員を推進委員という。

（１）日立市における生涯学習を積極的に推進
する意思のある人は誰でも随時推進委員
に登録することができる。

（２）推進委員の更新や所属変更は2年毎に定期
的に行うことができる。

（３）専門部会で決定した活動方針や事業計画に
基づき活動する。

（４）地域コミュニティ、ボランティアグループ、自主グループ等と係りニーズを把握し、それらをサポートする。


別表２－２

専門部会の内容

１　情報部会

①　広報による市民の百年塾活動を支援する。

②　活動のきっかけづくりや広報活動の支援をする。

２　ネットワーク部会

①　各種団体、コミュニティ推進会、市民団体などとの連携・協働の窓口となる。

②　百年塾活動を発展、充実させるため、広く人材の発掘とその育成に努める。

３　学校部会

1 地域教育力を活用し特色ある学校づくりを支援する。

2 子どもの国際理解活動を支援する。

3 地域における子ども会行事への支援を充実させる。
４　人財部会

①　市民教授・まちづくり人材・日立のまち案内人がそれぞれの分野で共に学び、教え
あう活動ができるように支援する。

②　上記の活動を通じて、多くの市民との交流を図り、住みよいまち作りに貢献できる
よう事業を推進する。

５　産業部会

①　あらゆる産業にたずさわる人々が、生涯学習を行うために役立つ活動をする。

②　市民が日立の産業をよく知り産業とまちを元気にするための働きかけを行う。
